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●「九州電力関係者」と偽り、IHクッキングヒーター・電
　気給湯器等のオール電化機器、太陽光発電機器を
　強引に販売しようとする。

　※九州電力関係者かどうか
　　疑わしい場合は、必ず
　　身分証明書の提示を
　　求めてください。

●九州電力関係者と偽り、漏電調査、分電盤の修理、
　コンセントの検査などの名目で、工事代金として多
　額の金額を請求する。

●九州電力集金員を装い、「電気ご使用量の
　お知らせ（検針票）」などを使って
　電気料金を集金する。

　※九州電力関係者かどうか
　　疑わしい場合は、必ず
　　身分証明書の提示を
　　求めてください。

●「九州電力保安部」等を名乗り、九州電力からの電
　話と思わせお客さまへ「電気料金が安くなる」とか
　「電力（動力）のご契約を変更しませんか？」という
　ような勧誘を行う。

　※万一、不審な電話が
　　かかってきた場合
　　は、安易にお客さま
　　の個人情報を教えず
　　一旦電話を切り、担当
　　営業所までご確認ください。

九州電力関係者を装った詐欺や勧誘等にご注意ください！

1 その場で工事代金等を領収する
　ことはありません

2 必ず身分証明書等の提示を
　求めてください

3 不審に思われたら、
　担当営業所（コールセンター）
　までご連絡ください

！
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当社へご連絡ください
　従量電灯A・B以外のご契約（低圧電力・公衆街路灯な
ど）では、ご使用設備の取替え・取外し等の変更の際は、
ご契約内容の変更が必要となる場合がありますので、電
気工事店を通じて、担当営業所へお申込みください。
　◎電気給湯器（エコキュート・電気温水器）の取替え・撤去等
　　の変更の際も、電気工事店を通じてお申込みください。

※1 計量器等の焼損、停電の原因になることがあります。
※2 基本料金が変わる場合があります。
※3 低圧電力契約（200V）において、
　   変圧器を使って100Vの
　　機器をご使用になることは
　　できません。ご留意ください。

■ご契約内容は、「電気ご使用量のお知らせ（検針票）」で確認できます

2.ご使用設備の取替え・取外し等の場合

1.電気のご使用を終了される場合

ご契約容量を

表示しています

携帯電話版HP

パソコン版HP

▲

電気のご契約廃止

▲

電気のご使用開始

▲

ご契約容量（アンペア）変更

▲

クレジットカード払い申込書の郵送

▲

供給約款・選択約款のダウンロード
　　　　　　　　 　 （パソコン版のみ）

受付できる
主なお手続き

ホームページへのアクセス

トップページ

→

個人のお客さま

→

電気料金のご案内

お申込みページへの
アクセス方法

機種によっては右側2次元コードを読取りできない場合がございます。
ご了承ください。

ホームページでは、さまざまな
お手続きができます

※基本料金について ： ひと月のご使用量が0kWhの場合（従量電灯Aを除く）
　　　　　　　　　　基本料金は半額となります

●よかナイト10・電化deナイト
エコキュートや電気温水器をご使用されているお客さま向け
の料金メニューです。

ご契約種別

21　　従量電灯A（5アンペア）
31　　従量電灯B（10～60アンペア）
41　　従量電灯C（6kVA以上）
45　　よかナイト10[時間帯別電灯]
04　　電化deナイト[季時別電灯]
07　　高負荷率型電灯
51　　低圧電力
05　　低圧季時別電力 
57・58　深夜電力B
47　　第2深夜電力

●低圧電力
小規模店舗などで業務用のエアコン等の設備(三相設備)を
ご使用されているお客さまが対象です。
次の2つの契約方法があります。
1.負荷設備契約：お客さまのご使用される全ての設備の容量
　　　　　　　　により決定
2.主開閉器契約：お客さまの契約主開閉器(メインブレーカー)
　　　　　　　　の定格電流により決定

！！

　今後、ご使用される予定がなく、電気のご契約を
終了される場合は、担当営業所までご連絡ください。
　なお、九州電力ホームページからもお手続きが出
来ます。

パソコン版

トップページ

→

お引越しなどの受付

携帯電話版

24時間受付可能で
とても便利！

　　ご不明な点やご相談がございましたら、
　お気軽に担当営業所までご連絡ください

担当営業所の連絡先は
こちらをご参照ください


